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(57)【要約】
【課題】ユーザの頭部や視線の動きを他のユーザに対し
て選択的に公開することが可能なアバター表示システム
を提供する。
【解決手段】第１端末は、第１ユーザの頭の向きと視線
のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出する
ユーザ姿勢検出手段と、第１ユーザに関する属性情報を
記憶するユーザ属性記憶手段と、属性情報に基づいて、
第１ユーザのユーザ姿勢情報を第２ユーザに公開するか
否かを決定する公開可否決定手段と、第１ユーザのユー
ザ姿勢情報を第２ユーザに公開すると決定された場合に
、第１ユーザのユーザ姿勢情報を第２端末へ送信する送
信手段と、を備え、第２端末は、第１端末から第１ユー
ザのユーザ姿勢情報が受信された場合に、第１ユーザの
ユーザ姿勢情報に基づいて、第１ユーザを表すアバター
画像を生成する画像生成手段と、アバター画像を表示す
る表示手段と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第２端末とを
備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバター表示シス
テムであって、
　前記第１端末は、
　前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出す
るユーザ姿勢検出手段と、
　前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段と、
　前記属性情報に基づいて、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開す
るか否かを決定する公開可否決定手段と、
　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前
記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段と、を備え、
　前記第２端末は、
　前記第１端末から前記第１ユーザのユーザ姿勢情報が受信された場合に、前記第１ユー
ザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成する画像生成
手段と、
　前記アバター画像を表示する表示手段と、を備える、
　アバター表示システム。
【請求項２】
　前記画像生成手段は、前記第１端末から前記第１ユーザのユーザ姿勢情報が受信されな
かった場合に、前記第１ユーザを表すデフォルトのアバター画像を生成する、請求項１に
記載のアバター表示システム。
【請求項３】
　前記属性情報は、コンピュータゲームにおける前記第１ユーザの経験値又は能力値を含
む、請求項１又は２に記載のアバター表示システム。
【請求項４】
　前記公開可否決定手段は、前記経験値又は能力値が所定値よりも大きい場合に前記第１
ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定し、前記経験値又は能力値が
所定値よりも小さい場合に前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開しな
いと決定する、請求項３に記載のアバター表示システム。
【請求項５】
　前記属性情報は、前記第１ユーザと前記第２ユーザとのコミュニケーションの頻度、深
度、又は近接度に関連する値を含む、請求項１又は２に記載のアバター表示システム。
【請求項６】
　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づく前記アバター画像は、前記第１ユーザのユー
ザ姿勢情報によって示される方向に顔又は目の少なくとも一方を向けているアバターの画
像である、請求項１から５のいずれか１項に記載のアバター表示システム。
【請求項７】
　第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第２端末とを
備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバター表示シス
テムであって、
　前記第１端末は、
　前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出す
るユーザ姿勢検出手段と、
　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段と、を備え、
　前記第２端末は、
　前記第１ユーザに関する属性情報に基づいて、前記第１端末から受信された前記第１ユ
ーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決定手段と
、
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　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前
記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成す
る画像生成手段と、
　前記アバター画像を表示する表示手段と、を備える、
　アバター表示システム。
【請求項８】
　第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第２端末とを
備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバター表示シス
テムにおける、前記第１端末としてのユーザ端末であって、
　前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出す
るユーザ姿勢検出手段と、
　前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段と、
　前記属性情報に基づいて、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開す
るか否かを決定する公開可否決定手段と、
　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前
記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段と、
　を備えるユーザ端末。
【請求項９】
　第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第２端末とを
備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバター表示シス
テムにおける、前記第２端末としてのユーザ端末であって、
　前記第１端末から、前記第１端末において検出された前記第１ユーザの頭の向きと視線
のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を受信する受信手段と、
　前記第１ユーザに関する属性情報に基づいて、前記第１端末から受信された前記第１ユ
ーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決定手段と
、
　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前
記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成す
る画像生成手段と、
　前記アバター画像を表示する表示手段と、
　を備えるユーザ端末。
【請求項１０】
　第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第２端末とを
備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバター表示シス
テムにおける、前記第１端末としてのユーザ端末を、
　前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出す
るユーザ姿勢検出手段、
　前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段、
　前記属性情報に基づいて、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開す
るか否かを決定する公開可否決定手段、
　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前
記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第２端末とを
備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバター表示シス
テムにおける、前記第２端末としてのユーザ端末を、
　前記第１端末から、前記第１端末において検出された前記第１ユーザの頭の向きと視線
のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を受信する受信手段、
　前記第１ユーザに関する属性情報に基づいて、前記第１端末から受信された前記第１ユ
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ーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決定手段、
　前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前
記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成す
る画像生成手段、
　前記アバター画像を表示する表示手段、
　として機能させるためのプログラム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アバター表示システム、ユーザ端末、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、複数のユーザがそれぞれユーザステーションを使用してビデオ会議を
行うビデオ会議システムにおいて、各ユーザの頭部の動きの情報を他のユーザのユーザス
テーションへ送り、その情報に基づいてアバターの頭部の動きをユーザの頭部の動きに対
応するようにアニメ化する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２４４８８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の技術では、アバターの頭部の動きは必ずユーザの頭部の動
きに対応したものとなる。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的の１つは、ユーザの頭部や
視線の動きを他のユーザに対して選択的に公開することが可能なアバター表示システム、
ユーザ端末、及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様は、第１ユーザによって使用される第
１端末と第２ユーザによって使用される第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバタ
ー画像を前記第２端末に表示させるアバター表示システムであって、前記第１端末は、前
記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出するユ
ーザ姿勢検出手段と、前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段と
、前記属性情報に基づいて、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開す
るか否かを決定する公開可否決定手段と、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユ
ーザに公開すると決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ
送信する送信手段と、を備え、前記第２端末は、前記第１端末から前記第１ユーザのユー
ザ姿勢情報が受信された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１
ユーザを表すアバター画像を生成する画像生成手段と、前記アバター画像を表示する表示
手段と、を備える、アバター表示システムである。
【０００７】
　また、本発明の他の一態様は、第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザに
よって使用される第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末
に表示させるアバター表示システムであって、前記第１端末は、前記第１ユーザの頭の向
きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出するユーザ姿勢検出手段と、
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前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段と、を備え、前記第
２端末は、前記第１ユーザに関する属性情報に基づいて、前記第１端末から受信された前
記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決
定手段と、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場
合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像
を生成する画像生成手段と、前記アバター画像を表示する表示手段と、を備える、アバタ
ー表示システムである。
【０００８】
　また、本発明の他の一態様は、第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザに
よって使用される第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末
に表示させるアバター表示システムにおける、前記第１端末としてのユーザ端末であって
、前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出す
るユーザ姿勢検出手段と、前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手
段と、前記属性情報に基づいて、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公
開するか否かを決定する公開可否決定手段と、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第
２ユーザに公開すると決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端
末へ送信する送信手段と、を備えるユーザ端末である。
【０００９】
　また、本発明の他の一態様は、第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザに
よって使用される第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末
に表示させるアバター表示システムにおける、前記第２端末としてのユーザ端末であって
、前記第１端末から、前記第１端末において検出された前記第１ユーザの頭の向きと視線
のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を受信する受信手段と、前記第１ユーザに関
する属性情報に基づいて、前記第１端末から受信された前記第１ユーザのユーザ姿勢情報
を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決定手段と、前記第１ユーザのユ
ーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ
姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成する画像生成手段と、前
記アバター画像を表示する表示手段と、を備えるユーザ端末である。
【００１０】
　また、本発明の他の一態様は、第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザに
よって使用される第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末
に表示させるアバター表示システムにおける、前記第１端末としてのユーザ端末を、前記
第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出するユー
ザ姿勢検出手段、前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段、前記
属性情報に基づいて、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否
かを決定する公開可否決定手段、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公
開すると決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する
送信手段、として機能させるためのプログラムである。
【００１１】
　また、本発明の他の一態様は、第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザに
よって使用される第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末
に表示させるアバター表示システムにおける、前記第２端末としてのユーザ端末を、前記
第１端末から、前記第１端末において検出された前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち
少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を受信する受信手段、前記第１ユーザに関する属性
情報に基づいて、前記第１端末から受信された前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第
２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決定手段、前記第１ユーザのユーザ姿勢情
報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報に
基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成する画像生成手段、前記アバター画
像を表示する表示手段、として機能させるためのプログラムである。
【発明の効果】



(6) JP 2017-102897 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

【００１２】
　本発明によれば、ユーザの頭部や視線の動きを他のユーザに対して選択的に公開するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係るアバター表示システム１０の概略構成を示す図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係るＨＭＤシステム１００のハードウェア構成図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００の機能的な構成を示すブロック図
である。
【図４】本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００ａの動作を示すフローチャートで
ある。
【図５】本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００ｂの動作を示すフローチャートで
ある。
【図６】本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００ａの動作を示すフローチャートで
ある。
【図７】本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００ｂの動作を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　［本発明の実施形態の説明］
　最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の一実施形態は、以下の
ような構成を備える。
【００１５】
　（項目１）第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第
２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバタ
ー表示システムであって、前記第１端末は、前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少な
くとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出するユーザ姿勢検出手段と、前記第１ユーザに関
する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段と、前記属性情報に基づいて、前記第１ユー
ザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決定手段と、
前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前記
第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段と、を備え、前記第２端
末は、前記第１端末から前記第１ユーザのユーザ姿勢情報が受信された場合に、前記第１
ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成する画像
生成手段と、前記アバター画像を表示する表示手段と、を備える、アバター表示システム
。
【００１６】
　（項目２）前記画像生成手段は、前記第１端末から前記第１ユーザのユーザ姿勢情報が
受信されなかった場合に、前記第１ユーザを表すデフォルトのアバター画像を生成する、
項目１に記載のアバター表示システム。
【００１７】
　（項目３）前記属性情報は、コンピュータゲームにおける前記第１ユーザの経験値又は
能力値を含む、項目１又は２に記載のアバター表示システム。
【００１８】
　（項目４）前記公開可否決定手段は、前記経験値又は能力値が所定値よりも大きい場合
に前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定し、前記経験値又
は能力値が所定値よりも小さい場合に前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザ
に公開しないと決定する、項目３に記載のアバター表示システム。
【００１９】
　（項目５）前記属性情報は、前記第１ユーザと前記第２ユーザとのコミュニケーション
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の頻度、深度、又は近接度に関連する値を含む、項目１又は２に記載のアバター表示シス
テム。
【００２０】
　（項目６）前記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づく前記アバター画像は、前記第１ユ
ーザのユーザ姿勢情報によって示される方向に顔又は目の少なくとも一方を向けているア
バターの画像である、項目１から５のいずれか１項に記載のアバター表示システム。
【００２１】
　（項目７）第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第
２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバタ
ー表示システムであって、前記第１端末は、前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少な
くとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出するユーザ姿勢検出手段と、前記第１ユーザのユ
ーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段と、を備え、前記第２端末は、前記第１
ユーザに関する属性情報に基づいて、前記第１端末から受信された前記第１ユーザのユー
ザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開可否決定手段と、前記第１
ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定された場合に、前記第１ユー
ザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成する画像生成
手段と、前記アバター画像を表示する表示手段と、を備える、アバター表示システム。
【００２２】
　（項目８）第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第
２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバタ
ー表示システムにおける、前記第１端末としてのユーザ端末であって、前記第１ユーザの
頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出するユーザ姿勢検出手
段と、前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段と、前記属性情報
に基づいて、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定
する公開可否決定手段と、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開する
と決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手
段と、を備えるユーザ端末。
【００２３】
　（項目９）第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される第
２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバタ
ー表示システムにおける、前記第２端末としてのユーザ端末であって、前記第１端末から
、前記第１端末において検出された前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一
方を含むユーザ姿勢情報を受信する受信手段と、前記第１ユーザに関する属性情報に基づ
いて、前記第１端末から受信された前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに
公開するか否かを決定する公開可否決定手段と、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記
第２ユーザに公開すると決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて
、前記第１ユーザを表すアバター画像を生成する画像生成手段と、前記アバター画像を表
示する表示手段と、を備えるユーザ端末。
【００２４】
　（項目１０）第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される
第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバ
ター表示システムにおける、前記第１端末としてのユーザ端末を、前記第１ユーザの頭の
向きと視線のうち少なくとも一方を含むユーザ姿勢情報を検出するユーザ姿勢検出手段、
前記第１ユーザに関する属性情報を記憶するユーザ属性記憶手段、前記属性情報に基づい
て、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開するか否かを決定する公開
可否決定手段、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開すると決定され
た場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２端末へ送信する送信手段、として
機能させるためのプログラム。
【００２５】
　（項目１１）第１ユーザによって使用される第１端末と第２ユーザによって使用される
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第２端末とを備え、前記第１ユーザを表すアバター画像を前記第２端末に表示させるアバ
ター表示システムにおける、前記第２端末としてのユーザ端末を、前記第１端末から、前
記第１端末において検出された前記第１ユーザの頭の向きと視線のうち少なくとも一方を
含むユーザ姿勢情報を受信する受信手段、前記第１ユーザに関する属性情報に基づいて、
前記第１端末から受信された前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユーザに公開す
るか否かを決定する公開可否決定手段、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報を前記第２ユー
ザに公開すると決定された場合に、前記第１ユーザのユーザ姿勢情報に基づいて、前記第
１ユーザを表すアバター画像を生成する画像生成手段、前記アバター画像を表示する表示
手段、として機能させるためのプログラム。
【００２６】
　［本発明の実施形態の詳細］
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態に係るアバター表示システム１０の概略構成を示す図であ
る。アバター表示システム１０は、第１ユーザ１０１ａによって使用される第１サブシス
テム（第１端末）１００ａと、第２ユーザ１０１ｂによって使用される第２サブシステム
（第２端末）１００ｂとを備える。第１サブシステム１００ａと第２サブシステム１００
ｂは、ネットワーク１０５を介して相互に通信可能に接続されている。ネットワーク１０
５は、例えばインターネットやＬＡＮ（Local Area Network）などの、任意のタイプのネ
ットワークであってよい。図１には２つのサブシステム１００ａ及び１００ｂのみが示さ
れているが、アバター表示システム１０は、それぞれが別個のユーザによって使用される
任意の数の同様のサブシステムを含んでもよい。
【００２８】
　第１サブシステム１００ａは、ヘッドマウントディスプレイ（Head Mounted Display：
以下ＨＭＤと称する）１２０ａと、画像生成装置２００ａとを備える。画像生成装置２０
０ａは、第１ユーザ１０１ａに提示するための仮想現実空間を表す画像を生成して、生成
した仮想現実空間画像をＨＭＤ１２０ａに表示させる。ＨＭＤ１２０ａに表示される仮想
現実空間画像は、第２ユーザ１０１ｂの顔や身体などの容姿を視覚的に表現したアバター
を含む。第１ユーザ１０１ａは、第２ユーザ１０１ｂのアバターを介して、仮想現実空間
において第２ユーザ１０１ｂとコミュニケーションをすることができる。同様に、第２サ
ブシステム１００ｂは、ＨＭＤ１２０ｂと、画像生成装置２００ｂとを備える。画像生成
装置２００ｂは、第２ユーザ１０１ｂに提示するための仮想現実空間を表す画像を生成し
て、生成した仮想現実空間画像をＨＭＤ１２０ｂに表示させる。ＨＭＤ１２０ｂに表示さ
れる仮想現実空間画像は、第１ユーザ１０１ａのアバターを含む。第２ユーザ１０１ｂは
、第１ユーザ１０１ａのアバターを介して、仮想現実空間において第１ユーザ１０１ａと
コミュニケーションをすることができる。
【００２９】
　図２は、本発明の一実施形態に係るＨＭＤシステム１００のハードウェア構成図である
。ＨＭＤシステム１００は、図１に示された第１サブシステム１００ａと第２サブシステ
ム１００ｂのそれぞれに対応するものである。上述したように、ＨＭＤシステム１００は
、ＨＭＤ１２０と、画像生成装置２００とを備える。ＨＭＤ１２０と画像生成装置２００
は、一例として有線ケーブル１５０によって電気的に接続され、相互に通信可能である。
有線ケーブル１５０に代えて、無線接続が用いられてもよい。
【００３０】
　ＨＭＤ１２０は、ユーザ１０１の頭に装着されて利用される表示デバイスである。ＨＭ
Ｄ１２０は、ディスプレイ１２２と、アイトラッキングデバイス（Eye Tracking Device
：以下ＥＴＤと称する）１２４と、センサ１２６とを備える。ＥＴＤ１２４とセンサ１２
６は、どちらか一方だけが択一的に設けられてもよい。ＨＭＤ１２０は更に、不図示のス
ピーカ（ヘッドホン）を備えてもよい。
【００３１】
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　ディスプレイ１２２は、ＨＭＤ１２０を装着したユーザ１０１の視界に画像を提示する
ように構成される。例えば、ディスプレイ１２２は、非透過型ディスプレイとして構成す
ることができる。この場合、ＨＭＤ１２０の外界の光景はユーザ１０１の視界から遮断さ
れ、ユーザ１０１の目にはディスプレイ１２２に映し出された画像だけが届けられる。デ
ィスプレイ１２２には、例えば、コンピュータグラフィックスを用いて生成した画像が表
示される。コンピュータグラフィックスによる画像の一例は、仮想現実空間（例えばコン
ピュータゲームで作り出される世界）を画像化した仮想現実空間画像である。上述したよ
うに、仮想現実空間画像は、ＨＭＤ１２０を装着しているユーザ１０１がコミュニケーシ
ョンをする相手ユーザのアバターを含む。このような例示的なアバターとして、コンピュ
ータゲームのポーカーの相手プレイヤーを表すアバター、格闘ゲームの対戦相手を表すア
バター、あるいは、仮想現実空間内でのチャットの相手を表すアバター等が用いられてよ
い。
【００３２】
　ＥＴＤ１２４は、ユーザ１０１の眼球の動きを追跡して、ユーザ１０１の視線がどちら
の方向に向けられているかを検出するように構成される。例えば、ＥＴＤ１２４は、赤外
線光源と赤外線カメラとを備える。赤外線光源は、ＨＭＤ１２０を装着したユーザ１０１
の目に向けて赤外線を照射する。赤外線カメラは、赤外線で照射されたユーザ１０１の目
の画像を撮像する。赤外線はユーザ１０１の目の表面で反射されるが、瞳と瞳以外の部分
とで赤外線の反射率が異なる。赤外線カメラで撮像されたユーザ１０１の目の画像には、
赤外線の反射率の違いが画像の明暗となって現れる。この明暗に基づいて、ユーザ１０１
の目の画像において瞳が識別され、更に、識別された瞳の位置に基づいて、ユーザ１０１
の視線の方向が検出される。
【００３３】
　センサ１２６は、ＨＭＤ１２０を装着したユーザ１０１の頭がどちらの方向を向いてい
るかを検知するためのセンサである。センサ１２６としては、例えば、磁気センサ、角速
度センサ、若しくは加速度センサのいずれか、又はこれらの組み合わせが用いられてよい
。センサ１２６が磁気センサ、角速度センサ、又は加速度センサである場合、センサ１２
６はＨＭＤ１２０に内蔵されて、ＨＭＤ１２０の向きや動きに応じた値（磁気、角速度、
又は加速度の値）を出力する。センサ１２６からの出力値を適宜の方法で加工することで
、ＨＭＤ１２０を装着したユーザ１０１の頭の向きが算出される。ユーザ１０１の頭の向
きは、ユーザ１０１が頭を動かした際にその動きに追従するようにディスプレイ１２２の
表示画像を変化させるのに利用されてよい。例えば、ユーザ１０１が頭を右（又は左、上
、下）に向けると、ディスプレイ１２２には、仮想現実空間においてユーザの右（又は左
、上、下）方向にある仮想的光景が映し出されるのであってよい。
【００３４】
　なおセンサ１２６として、ＨＭＤ１２０の外部に設けられたセンサを適用することとし
てもよい。例えば、センサ１２６は、ＨＭＤ１２０とは別体の、室内の固定位置に設置さ
れた赤外線センサであってよい。この赤外線センサを用いて、ＨＭＤ１２０の表面に設け
られた赤外線発光体又は赤外線反射マーカーを検知することにより、ＨＭＤ１２０を装着
したユーザ１０１の頭の向きを特定することができる。このようなタイプのセンサ１２６
は、ポジショントラッキングセンサと呼ばれることもある。
【００３５】
　画像生成装置２００は、ＨＭＤ１２０に表示される画像を生成するための装置である。
画像生成装置２００は、プロセッサ２０２と、メモリ２０４と、ユーザ入力インターフェ
イス２０６と、通信インターフェイス２０８とを少なくとも備える。画像生成装置２００
は、例えば、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、スマートフォン、タブレット
端末等として実現することが可能である。
【００３６】
　メモリ２０４には、少なくともオペレーティングシステムと画像生成プログラムとが格
納されている。オペレーティングシステムは、画像生成装置２００の全体的な動作を制御
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するためのコンピュータプログラムである。画像生成プログラムは、画像生成装置２００
が後述する画像生成処理の各機能を実現するためのコンピュータプログラムである。メモ
リ２０４はまた、画像生成装置２００の動作によって生成されるデータを一時的又は永続
的に記憶することもできる。メモリ２０４の具体例は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、Ｒ
ＡＭ（Random Access Memory）、ハードディスク、フラッシュメモリ、光ディスク等であ
る。
【００３７】
　プロセッサ２０２は、メモリ２０４に格納されているプログラムを読み出して、それに
従った処理を実行するように構成される。プロセッサ２０２がメモリ２０４に格納された
画像生成プログラムを実行することによって、後述する画像生成処理の各機能が実現され
る。プロセッサ２０２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及びＧＰＵ（Graphics Pr
ocessing Unit）を含む。
【００３８】
　ユーザ入力インターフェイス２０６は、ＨＭＤシステム１００のユーザ１０１から画像
生成装置２００を操作するための入力を受け取るように構成される。ユーザ入力インター
フェイス２０６の具体例は、ゲームコントローラ、タッチパッド、マウス、キーボード等
である。
【００３９】
　通信インターフェイス２０８は、ネットワークを介して他の装置と通信するためのネッ
トワークインターフェイスである。例えば図１に示された第１サブシステム１００ａの画
像生成装置２００ａと第２サブシステム１００ｂの画像生成装置２００ｂは、それぞれの
通信インターフェイス２０８を用いて、ネットワーク１０５を介して相互に通信する。
【００４０】
　図３は、本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００の機能的な構成を示すブロック
図である。画像生成装置２００は、記憶部２２０及び処理部２３０を有する。処理部２３
０は更に、ユーザ姿勢検出部２３１と、公開可否決定部２３２と、画像生成部２３３と、
画像出力部２３４とを含む。記憶部２２０は、図１に示されたメモリ２０４に対応する。
処理部２３０及び処理部２３０に含まれる各部２３１～２３４は、図１に示されたプロセ
ッサ２０２がメモリ２０４内の画像生成プログラムを読み出して実行することによって実
現される、本発明に係る画像生成処理の機能を表す。
【００４１】
　記憶部２２０には、ユーザ１０１に関する属性情報２２１が記憶されている。ユーザ１
０１に関する属性情報２２１は、ユーザ間のコミュニケーションにおいてユーザ姿勢情報
を相手に公開するか否かを判断するための材料として用いられるものである（詳細は後述
する）。例えば、ユーザ１０１に関する属性情報２２１は、コンピュータゲームにおける
ユーザ１０１の経験値や能力値を含んでよい。コンピュータゲームの具体例は、トランプ
（ポーカー等）や花札などのカードゲーム、麻雀や将棋、囲碁などのテーブルゲーム、格
闘ゲーム、ロールプレイングゲーム、テニスやサッカー、野球などのスポーツゲームを含
む。ユーザ１０１の経験値は、ユーザ１０１がそのコンピュータゲームのプレイにどの程
度習熟しているかを示す指標であり、例えばユーザ１０１がそのゲームの初心者であるか
熟練者であるかを区別する。ユーザ１０１の能力値は、そのコンピュータゲームのプレイ
においてユーザ１０１が発揮できる能力のパラメータ設定値であり、例えば、格闘ゲーム
等の対戦時における攻撃力や防御力などのパラメータ値を含む。経験値と能力値は、数値
として表されてもよいし、あるいは「初心者・中級者・熟練者」や「攻撃力大・中・小」
のような分類であってもよい。数値で表される場合、一例として、数値が大きいほど経験
値や能力値が優れていることとしてよい。なお、経験値と能力値は、スキル、ランク、レ
ベルといった呼称で呼ばれる概念を含む。
【００４２】
　また、ユーザ１０１に関する属性情報２２１は、仮想現実空間におけるユーザ同士の関
係性を表す指標値を含むのであってもよい。ユーザ同士の関係性として、例えば、ユーザ
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間のコミュニケーションの頻度、深度、近接度などの指標を用いることができる。コミュ
ニケーションの頻度は、ユーザ１０１が別のあるユーザとのコミュニケーションや交流（
ゲームの対戦や会話等）をどれくらい頻繁に行っているか（例えば、初対面か、週に１回
一緒にオンラインプレイをするか等）を示す。コミュニケーションの深度は、ユーザ１０
１と別のあるユーザとのコミュニケーションにおける質的な接触の強さを示し、例えば、
どのような種類のゲームを一緒にプレイしたか（カードゲームか、格闘ゲームか、チャッ
トか等）や、どのような形で交流したか（一対一で会ったのか、多人数の中の一人として
会ったのか、挨拶を交わしただけか、趣味について語り合ったのか等）などの、ユーザ間
のコミュニケーション体験の質に関する。コミュニケーションの近接度は、ユーザ１０１
と別のあるユーザとの間に形成されている距離感や親密さの度合い（例えば、フレンド登
録しているか否か等）を示す。これらの各指標は、数値化された値、又は「フレンド登録
有り」のような分類のいずれであってもよい。
【００４３】
　記憶部２２０には、更に、仮想現実空間構成情報２２３が記憶されている。仮想現実空
間構成情報２２３は、仮想現実空間画像を生成するのに必要な、仮想現実空間内に存在す
る様々なオブジェクト（アバターを含む）の配置位置、形状、色などに関するデータであ
る。
【００４４】
　ユーザ姿勢検出部２３１は、ユーザ１０１の頭の向きと視線のうち少なくとも一方を含
むユーザ姿勢情報を検出する。例えば、ユーザ姿勢検出部２３１は、センサ１２６からの
出力値に基づいて、ＨＭＤ１２０を装着したユーザ１０１の頭の向きを検出することとし
てよい。あるいはまた、ユーザ姿勢検出部２３１は、ＥＴＤ１２４から得られる赤外線画
像に基づいて、ユーザ１０１の視線の方向を検出することとしてもよい。更に、ユーザ姿
勢検出部２３１は、ユーザ１０１の頭の向きと視線の両方を検出するのであってもよい。
【００４５】
　公開可否決定部２３２は、属性情報２２１に基づいてユーザ姿勢情報（頭の向き及び／
又は視線）の公開可否を決定する。決定方法の詳細については後述する。
【００４６】
　画像生成部２３３は、記憶部２２０に記憶されている仮想現実空間構成情報２２３に基
づいて、コンピュータグラフィックス処理によって仮想現実空間画像を生成する。画像生
成部２３３が生成する仮想現実空間画像の一例は、コンピュータゲーム（例えばポーカー
などのカードゲーム、格闘ゲーム、チャット等）の仮想現実空間を表現する画像である。
仮想現実空間画像は、仮想現実空間内においてユーザ１０１がコミュニケーションをする
相手ユーザのアバターを表す画像を含む。画像生成部２３３は、アバターに対応するユー
ザのユーザ姿勢情報がユーザ１０１への公開を許可されている場合、そのユーザ姿勢情報
に基づいてアバター画像を制御する。例えば、画像生成部２３３は、ユーザ姿勢情報によ
って示される方向にアバターが顔や目を向けているアバター画像を生成することとしてよ
い。
【００４７】
　図４及び図５は、本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００の動作を示すフローチ
ャートである。図４は、第１サブシステム１００ａの画像生成装置２００ａの動作に対応
し、図５は、第２サブシステム１００ｂの画像生成装置２００ｂの動作に対応する。図４
及び図５のフローチャートは、第１サブシステム１００ａの第１ユーザ１０１ａを表すア
バター画像を第２サブシステム１００ｂのＨＭＤ１２０ｂに表示するための処理の一例を
示す。以下では、コンピュータゲームのポーカーをプレイする事例を適宜参照して説明を
行うが、これは本発明を限定するものではなく、本発明は、ユーザのアバターを表示する
処理を実施する任意のシステムに適用可能である。
【００４８】
　まず図４を参照すると、ステップＳ１０１において、画像生成装置２００ａの画像生成
部２３３（以下、画像生成部２３３ａと記す）は、コンピュータゲーム（ポーカー）の進
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行に応じた各場面を表すゲーム画像を生成する。ポーカーの場面は、例えば、カードを各
プレイヤーに配る場面、各プレイヤーがチップを賭ける場面、各プレイヤーが自分の手札
の一部を場に積まれたカードと交換する場面などからなる。画像生成部２３３ａが生成す
る各場面のゲーム画像は、自分の手札を表す画像のほか、一緒にプレイしている他のプレ
イヤーの（例えば顔や上半身を描いた）アバター画像も含む。他のプレイヤーのアバター
は、ポーカーが行われているテーブルの周りを取り囲んでいるように描かれてもよいし、
単に画面を縦横に分割した１つ１つの画面エリアに各アバターが正面を向いて配置される
のであってもよい。
【００４９】
　ステップＳ１０２において、画像生成装置２００ａのユーザ姿勢検出部２３１（以下、
ユーザ姿勢検出部２３１ａと記す）は、ＨＭＤ１２０ａを装着した第１ユーザ１０１ａの
ユーザ姿勢情報を検出する。上述したように、ユーザ姿勢情報は、頭の向きと視線の少な
くとも一方を含む。ユーザ姿勢検出部２３１ａは、第１ユーザ１０１ａの頭の向きをセン
サ１２６からの出力値に基づいて、また、第１ユーザ１０１ａの視線をＥＴＤ１２４から
得られる赤外線画像に基づいて、それぞれ検出する。
【００５０】
　ステップＳ１０３において、画像生成装置２００ａの公開可否決定部２３２（以下、公
開可否決定部２３２ａと記す）は、コンピュータゲームの現在の場面が、ゲームのかけ引
きに影響を与える場面であるか否かを判定する。例えば、ポーカーにおいてかけ引きに影
響を与える場面とは、プレイヤーがチップを賭ける場面や、手札を場のカードと交換する
場面である。反対に、最初にカードを各プレイヤーに配る場面は、ゲームのかけ引きに影
響を与えない場面である。場面の判定のために、一例として公開可否決定部２３２ａは、
ゲームの進行を管理するための予め各場面に割り振られたゲーム進行フラグを用いること
としてよい。現在の場面がかけ引きに影響を与える場面である場合、処理はステップＳ１
０４へ進み、そうでない場合、処理はステップＳ１０６へ進む。
【００５１】
　ステップＳ１０４において、公開可否決定部２３２ａは、画像生成装置２００ａの記憶
部２２０（以下、記憶部２２０ａと記す）から第１ユーザ１０１ａに関する属性情報２２
１を取り出す。
【００５２】
　ステップＳ１０５において、公開可否決定部２３２ａは、記憶部２２０ａから取り出し
た第１ユーザ１０１ａに関する属性情報２２１を評価する。属性情報２２１の評価結果に
応じて、公開可否決定部２３２ａは、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２サブシ
ステム１００ｂの第２ユーザ１０１ｂに対して公開する（ステップＳ１０６）、又は公開
しない（ステップＳ１０７）と決定する。
【００５３】
　例えば、第１ユーザ１０１ａに関する属性情報２２１は、第１ユーザ１０１ａのコンピ
ュータゲーム（ポーカー）の経験値や能力値を含む。一例として、公開可否決定部２３２
ａは、第１ユーザ１０１ａの経験値又は能力値が所定の値よりも大きい（経験や能力が優
れている）場合、ステップＳ１０６において、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第
２ユーザ１０１ｂに公開すると決定し、一方、第１ユーザ１０１ａの経験値又は能力値が
所定の値よりも小さい（経験や能力が劣っている）場合、ステップＳ１０７において、第
１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開しないと決定する。例え
ば、公開可否決定部２３２ａは、属性情報２２１が第１ユーザ１０１ａをポーカーの熟練
者に分類している場合、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公
開すると決定し（ステップＳ１０６）、属性情報２２１が第１ユーザ１０１ａをポーカー
の初心者に分類している場合、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１
ｂに公開しないと決定する（ステップＳ１０７）。
【００５４】
　また例えば、第１ユーザ１０１ａに関する属性情報２２１は、第１ユーザ１０１ａと第
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２ユーザ１０１ｂとの関係性（コミュニケーションの頻度、深度、近接度等）を表す指標
値を含む。一例として、公開可否決定部２３２ａは、第１ユーザ１０１ａが第２ユーザ１
０１ｂを「フレンド登録」していることが属性情報２２１に示されている場合、ステップ
Ｓ１０６において、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開す
ると決定し、一方、第１ユーザ１０１ａが第２ユーザ１０１ｂを「フレンド登録」してい
ることが属性情報２２１に示されていない場合、ステップＳ１０７において、第１ユーザ
１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開しないと決定する。あるいはこの
反対に、公開可否決定部２３２ａは、第１ユーザ１０１ａが第２ユーザ１０１ｂを「フレ
ンド登録」していない場合に、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１
ｂに公開し（ステップＳ１０６）、第１ユーザ１０１ａが第２ユーザ１０１ｂを「フレン
ド登録」している場合に、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに
公開しない（ステップＳ１０７）こととしてもよい。更に、公開可否決定部２３２ａは、
「フレンド登録」の有無に限らず、第１ユーザ１０１ａと第２ユーザ１０１ｂの間のコミ
ュニケーションの頻度や深度を表す指標値の大小に応じて、第１ユーザ１０１ａのユーザ
姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開するかしないかを決定してもよい。
【００５５】
　なお、公開可否決定部２３２ａは、上述したステップＳ１０３の判定においてコンピュ
ータゲームの現在の場面がかけ引きに影響を与えない場面であった場合も、ステップＳ１
０６において、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開すると
決定する。
【００５６】
　第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開することが決定（ス
テップＳ１０６）されると、ステップＳ１０８において、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿
勢情報が通信インターフェイス２０８を介して第２サブシステム１００ｂの画像生成装置
２００ｂへ送信される。一方、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１
ｂに公開しないことが決定（ステップＳ１０７）されると、第１ユーザ１０１ａのユーザ
姿勢情報は第２サブシステム１００ｂの画像生成装置２００ｂへ送信されない。
【００５７】
　次に図５を参照すると、ステップＳ２０１において、画像生成装置２００ｂの画像生成
部２３３（以下、画像生成部２３３ｂと記す）は、図４のステップＳ１０１と同様に、ま
たステップＳ１０１と同期して、コンピュータゲーム（ポーカー）の進行に応じた各場面
を表すゲーム画像を生成する。ただし、画像生成部２３３ｂが生成する各場面のゲーム画
像は、第１サブシステム１００ａの第１ユーザ１０１ａを表すアバター画像を含む。
【００５８】
　ステップＳ２０２において、画像生成部２３３ｂは、通信インターフェイス２０８を介
して第１サブシステム１００ａの画像生成装置２００ａから第１ユーザ１０１ａのユーザ
姿勢情報が受信されたか否かを判定する。第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報が受信さ
れた場合、処理はステップＳ２０３へ進み、受信されなかった場合、処理はステップＳ２
０４へ進む。
【００５９】
　ステップＳ２０３において、画像生成部２３３ｂは、受信された第１ユーザ１０１ａの
ユーザ姿勢情報に基づいて、ゲーム画像に含まれる第１ユーザ１０１ａを表すアバター画
像を制御する。一例として、画像生成部２３３ｂは、第１ユーザ１０１ａを表すアバター
が、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報（頭の向き及び／又は視線）によって示される
方向に顔や目を向けているアバター画像を生成する。
【００６０】
　ステップＳ２０４において、画像生成部２３３ｂは、ゲーム画像に含まれる第１ユーザ
１０１ａを表すアバター画像をデフォルトの状態に制御する。一例として、画像生成部２
３３ｂは、第１ユーザ１０１ａを表すアバターがデフォルトの方向（例えば真正面）に顔
や目を向けているアバター画像を生成する。
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【００６１】
　ステップＳ２０５において、画像生成装置２００ｂの画像出力部２３４は、画像生成部
２３３ｂによって生成されたゲーム画像（第１ユーザ１０１ａのアバター画像を含む）を
ＨＭＤ１２０ｂへ供給する。これにより、ＨＭＤ１２０ｂにゲーム画像が表示される。
【００６２】
　このように、本発明の一実施形態に係るアバター表示システム１０によれば、第１ユー
ザ１０１ａに関する属性情報２２１に基づいて第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報の公
開が許可される場合には、第２サブシステム１００ｂのＨＭＤ１２０ｂに表示されるゲー
ム画像において、第１ユーザ１０１ａを表すアバターの顔や目の動きが、第１ユーザ１０
１ａのユーザ姿勢情報に応じて制御される。第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報は、第
１サブシステム１００ａのセンサ１２６又はＥＴＤ１２４によって検出された、第１ユー
ザ１０１ａの頭の向きや視線を示す。したがって、第２サブシステム１００ｂのＨＭＤ１
２０ｂに表示される第１ユーザ１０１ａのアバターの顔や目の動きを、ユーザ姿勢情報の
公開が許可されている場合にのみ、第１ユーザ１０１ａの実際の頭の向きや視線に同期さ
せることができる。
【００６３】
　図６及び図７は、本発明の一実施形態に係る画像生成装置２００の動作の別の例を示す
フローチャートである。図６は、第１サブシステム１００ａの画像生成装置２００ａの動
作に対応し、図７は、第２サブシステム１００ｂの画像生成装置２００ｂの動作に対応す
る。図６及び図７のフローチャートは、図４及び図５と同様、第１サブシステム１００ａ
の第１ユーザ１０１ａを表すアバター画像を第２サブシステム１００ｂのＨＭＤ１２０ｂ
に表示するための処理を示すが、ユーザ姿勢情報を公開するか否かの判断を第２サブシス
テム１００ｂ側で行う点が図４及び図５の場合と異なる。
【００６４】
　図６を参照すると、ステップＳ３０１及びステップＳ３０２の処理は、図４のステップ
Ｓ１０１及びステップＳ１０２の処理と同じである。次のステップＳ３０３において、第
１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報が、その公開を許可するか否かの判断を行うことなく
、通信インターフェイス２０８を介して第２サブシステム１００ｂの画像生成装置２００
ｂへ送信される。即ち、図６のフローチャートに示される動作では、第１サブシステム１
００ａから第２サブシステム１００ｂへ無条件で第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報が
提供される。
【００６５】
　次に図７を参照すると、ステップＳ４０１の処理は図５のステップＳ２０１の処理と同
じであり、第１ユーザ１０１ａのアバター画像を含むゲーム画像が、画像生成部２３３ｂ
によって生成される。ゲーム画像は、コンピュータゲーム（ポーカー）の進行に応じた各
場面を表す。
【００６６】
　ステップＳ４０２において、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報が、通信インターフ
ェイス２０８を介して第１サブシステム１００ａの画像生成装置２００ａから受信される
。
【００６７】
　ステップＳ４０３の処理は、図４のステップＳ１０３の処理と同様であり、画像生成装
置２００ｂの公開可否決定部２３２（以下、公開可否決定部２３２ｂと記す）は、コンピ
ュータゲームの現在の場面が、ゲームのかけ引きに影響を与える場面であるか否かを判定
する。現在の場面がかけ引きに影響を与える場面である場合、処理はステップＳ４０４へ
進み、そうでない場合、処理はステップＳ４０６へ進む。
【００６８】
　ステップＳ４０４において、公開可否決定部２３２ｂは、画像生成装置２００ｂの記憶
部２２０（以下、記憶部２２０ｂと記す）から第１ユーザ１０１ａに関する属性情報２２
１を取り出す。記憶部２２０ｂに記憶されている第１ユーザ１０１ａの属性情報２２１は
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、例えば、第１ユーザ１０１ａと第２ユーザ１０１ｂとの関係性（コミュニケーションの
頻度、深度、近接度等）を表す指標値である。この属性情報（ユーザ間の関係性の指標値
）は、第１ユーザ１０１ａと第２ユーザ１０１ｂの双方に関するものであるので、第１サ
ブシステム１００ａ側の記憶部２２０ａだけでなく、第２サブシステム１００ｂ側の記憶
部２２０ｂにも記憶されていてよい。あるいはまた、第１ユーザ１０１ａの属性情報２２
１として、例えば、第１ユーザ１０１ａのコンピュータゲームの経験値や能力値に関する
データが、予め、又は第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報と一緒（ステップＳ３０４）
に、画像生成装置２００ａから画像生成装置２００ｂへ送られて、記憶部２２０ｂに記憶
されるのであってもよい。
【００６９】
　ステップＳ４０５において、公開可否決定部２３２ｂは、記憶部２２０ｂから取り出し
た第１ユーザ１０１ａに関する属性情報２２１を評価する。属性情報２２１の評価結果に
応じて、公開可否決定部２３２ｂは、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ
１０１ｂに対して公開する（ステップＳ４０６）、又は公開しない（ステップＳ４０７）
と決定する。ステップＳ４０５からステップＳ４０７までの各処理は、図４のステップＳ
１０５からステップＳ１０７までの各処理と同じである。
【００７０】
　第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開することが決定（ス
テップＳ４０６）されると、ステップＳ４０８において、画像生成部２３３ｂは、ステッ
プＳ４０２で受信された第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報に基づいて、ゲーム画像に
含まれる第１ユーザ１０１ａを表すアバター画像を制御する。一例として、画像生成部２
３３ｂは、第１ユーザ１０１ａを表すアバターが、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報
（頭の向き及び／又は視線）によって示される方向に顔や目を向けているアバター画像を
生成する（図５のステップＳ２０３と同様）。
【００７１】
　一方、第１ユーザ１０１ａのユーザ姿勢情報を第２ユーザ１０１ｂに公開しないことが
決定（ステップＳ４０７）されると、ステップＳ４０９において、画像生成部２３３ｂは
、ゲーム画像に含まれる第１ユーザ１０１ａを表すアバター画像をデフォルトの状態に制
御する。一例として、画像生成部２３３ｂは、第１ユーザ１０１ａを表すアバターがデフ
ォルトの方向（例えば真正面）に顔や目を向けているアバター画像を生成する（図５のス
テップＳ２０４と同様）。
【００７２】
　ステップＳ４１０の処理は図５のステップＳ２０５の処理と同じであり、画像生成部２
３３ｂによって生成されたゲーム画像（第１ユーザ１０１ａのアバター画像を含む）がＨ
ＭＤ１２０ｂへ供給される。
【００７３】
　このように、図６及び図７の動作例においても、第２サブシステム１００ｂのＨＭＤ１
２０ｂに表示される第１ユーザ１０１ａのアバターの顔や目の動きを、ユーザ姿勢情報の
公開が許可されている場合にのみ、第１ユーザ１０１ａの実際の頭の向きや視線に同期さ
せることができる。
【００７４】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明はこれに限定されず、その要旨を逸脱し
ない範囲内において様々な変更が可能である。
【符号の説明】
【００７５】
１０　アバター表示システム
１００ａ　第１サブシステム（第１端末）
１００ｂ　第２サブシステム（第２端末）
１０１ａ　第１ユーザ
１０１ｂ　第２ユーザ
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１０５　ネットワーク
１２０ａ、１２０ｂ　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）
２００ａ、２００ｂ　画像生成装置
１００　ＨＭＤシステム
１５０　有線ケーブル
１２２　ディスプレイ
１２４　アイトラッキングデバイス（ＥＴＤ）
１２６　センサ
２０２　プロセッサ
２０４　メモリ
２０６　ユーザ入力インターフェイス
２０８　通信インターフェイス
２２０　記憶部
２２１　属性情報
２２３　仮想現実空間構成情報
２３０　処理部
２３１　ユーザ姿勢検出部
２３２　公開可否決定部
２３３　画像生成部
２３４　画像出力部
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